
指定管理者制度活用事業 総括評価シート 

評価年月日：平成２５年７月１９日 

評価者  ：民間活用推進委員会 

１．業務概要 

施設名 さいわい健康福祉プラザ 

指定期間 平成２１年４月１日 ～ 平成２６年３月３１日 

業務の概要 ・老人福祉センターの業務 

  利用証の発行、教養講座・レクリエーション等の実施及び場の提供、健康相談・生活相談事業、

入浴事業 

・施設等の維持管理に関する業務 

指定管理者 名称 ：社会福祉法人 川崎市幸区社会福祉協議会 

代表者：会長 佐藤 忠次 

住所 ：幸区戸手本町１－１１－５ さいわい健康福祉プラザ  電話：044-722-5500 

所管課 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課（内線：３２５３１） 

２．「評価の視点」に基づく事業期間全体の評価 

評価項目 事業実施状況等 

1 市民や利用者に十分な

量及び質のサービスを

提供できたか。

老人福祉センターの設置目的である、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレ

クリエーションのための便宜を総合的に供与することとして、施設運営の全般に係わる

「利用者満足度調査」の実施や意見箱の設置等を通じて、利用者ニーズを把握した上

で、施設運営に反映し、魅力ある施設運営を行うことができた。 

また、「利用者懇談会」の実施により、利用者の意見・要望。苦情等を幅広く聴取し、

必要に応じて業務の改善を行うなど、適正なサービスの向上を図ることができた。 

さらに、より適切に施設を管理運営できるよう、（福）川崎市社会福祉協議会が開催し

ている職員研修等へ参加し、職員の質の向上を図ることができた。 

2 当初の事業目的を達成

することができたか。

教養講座や行事の実施にあたっては、指定管理者制度導入時に事業計画書を提出し、

それに基づきサービスの提供を行った。 

講座は利用者の教養の向上、健康保持増進、高齢者福祉の増進に資するとともに、利

用者同士の交流の支援を基本方針とし、行事については、地域との交流を深めることを

基本的な考えとして実施した。 

いずれも指定管理者の創意工夫及び地域からの要望等を取り入れ、多くの参加者があ

り、事業終了後のアンケートでも高い満足度が得られるなど質の高いサービスを提供し

た。 

3 特に安全・安心の面で

問題はなかったか。 

利用者が入館した時、職員が館内巡回時、利用者とのコミュニケーション等を通じ、

心身の状況が日常と変わりないか確認し、利用者の健康管理に配慮した。 

また、緊急時に利用者を守ることができるよう、利用者参加による防災訓練を実施す

るなど、安全管理体制を確立することができた。 

なお、施設の管理運営に関しては、協定書や指定管理者に毎年度事業報告書を提出さ

せ、評価を実施することで安全・安心の面で配慮・確保している。 

4 更なるサービス向上の

ために、どういった課

題や改善策があるか。

・今後とも、高齢者の心身に配慮しながら、魅力ある講座の企画等により利用者を増や

すなどして、一層のサービス向上に努めること。 

・当施設は入浴利用者が多いため、健康状態の把握について急な体調変化等が想定され

ることから、引き続き積極的な声掛けを行い、より早期に把握できるよう努めること。

・利用者が意見・要望等を言いやすい環境をつくり、利用者ニーズを把握し、事業へ反

映するよう努めること。 

・利用料金方式による通所介護（デイサービス）について、更なる業務改善及び創意工

夫を図ることで、サービスの向上及び適正な収支が期待される。また、次期指定管理

期間において、公の施設における通所介護の管理運営の必要性を含め、検証を行って

いく。 



３．これまでの事業に対する検証 

検証項目 検証結果 

１ 所管課による適切な

マネジメントは行わ

れたか。 

指定管理者と適宜連絡を取り合い、履行状況の確認及び報告を受けており、定期的に

会議を開催し、運営上の課題等について、検討を図っている。また、毎年度終了後に、

事業報告書の提出を受け、その際に、実地調査又はヒアリングを行い、適切な事業評価

を行っている。 

２ 制度活用による効果

はあったか。 

★老人福祉センター関連 

（サービス向上） 

利用者ニーズを反映した事業実施により、利用者数も比較的安定しており、市民に対

して安定したサービス提供が図られているものと考える。 

利用者数及び入浴者数 

 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 

利用者数 44,102 人 41,017 人 40,093 人 41,542 人

入浴者数 3,118 人 2,892 人 2,902 人 2,979 人

教養講座 

 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 

実施回数 268回 269回 229回 229回

参加者数 5,710 人 5,642 人 4,908 人 5,036 人

行事 

 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 

実施回数 15回 20回 21回 24回

参加者数 1,594 人 1,669 人 1,874 人 2,789 人

経費（単位：円） 

 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 

委託料 35,766,127 36,072,523 36,361,528 36,673,996

決算額 30,432,751 35,864,763 36,269,436 36,188,979

差引額 177,471 207,760 92,092 485,017

（経費の節減） 

指定期間における平均の決算額は、“34,688,983 円”となっており、収支がマイナ

スとなっていないこと。また、決算額について、他の施設の実績を考慮すると妥当であ

るものと考える。 

★通所介護（デイサービス）関連 

（サービス向上） 

利用者ニーズに対応した事業実施により、食事等のサービスや機能訓練を通じて、利

用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持・向上、自立した在宅生活の支援は図られ

ているものと考える。 

利用状況及び稼働率 

 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 

延利用者数 7,786 人 7,860 人 7,117 人 6,866 人

開所日数 261日 255日 257日 256日

稼働率 2９.8人（７５％） 30.8 人（７７％） 27.7 人（６９％） 26.8 人（６７％）

利用者変動状況 ※廃止利用者＝死亡、施設入所、入院等

 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 

新規利用者 31 37 12 ２３

廃止利用者 30 29 30 ２６

差 引 １ 8 ▲18 ▲３



経費（単位：円） 

 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 

収 入 80,321,639 79,669,605 73,678,437 64,900,649

支 出 77,802,216 78,272,993 79,776,617 77,706,982

差引額 2,519,423 1,396,612 ▲6,098,180 ▲12,806,333

（事業支出が事業収入を上回っている主な要因） 

・施設内でまん延した「疥癬（かいせん）」が、収束宣言後に再度発覚したこと。 

・本来は週に数回の通所介護利用が見込める方が、月に数回の利用となっていること（利

用者家族のレスパイト的利用及び医療行為を必要とする利用者増）。 

・機械浴の利用者が多いため、対応が可能となる職員配置（１日９名）としたこと。 

 ※民間のデイサービスでは、状態像の観点から受け入れ難い利用者を、当事業所にお

いて、積極的に受け入れていった結果、安全確保の面から人員配置が厚くなり、運

営面の負担に繋がった 

※介護保険法に基づく、４０名定員の職員配置基準は、６名（介護職員）＋１名（看

護師）。 

・車椅子の利用者が増加したことで、上層階までの送迎等、送迎ルートに制限が生じて

しまったこと。 

・介護報酬改定による報酬減（H18,H21,H24 年度報酬改定）。 

・通所介護事業所の大幅増加により、多種多様化しており、選ばれる時代となっている

ことから、利用定員の確保が困難となっていること。 

【業務改善点等】 

・人件費の削減 

・業務委託の単価見直し 

・消耗品（行事用品等）の節減、節約 

・感染症マニュアルの改善 

3 当該事業について、業

務範囲・実施方法、経

費等で見直すべき点

はないか

市民に対して比較的安定したサービスを提供したと言える。今後、老人福祉センター

は、介護予防拠点としての役割の重要性がより高まっていくことから、指定管理者の創

意工夫によって、団塊世代の利用促進や介護予防に資する取組を、積極的に展開してい

くことが課題である。 

また、当該施設に係わる指定管理の業務として、老人福祉センター業務の他に、介護

報酬及び利用者負担金で運営を行っている４０名定員の通所介護（デイサービス）の提

供を行っているが、平成２３年度から、事業支出が事業収入を大きく上回っている状況

にある。 

このため、指定管理者において、収支分析を行い、稼働率の向上に向けた一定の取組

（人権費の削減、業務改善等）を行ってきているが、適正な収支となっていない状況に

あるため、抜本的な業務改善を含め、事業形態（定員の見直し等）についても見直しが

必要である。 

４ 指定管理者制度以外

の制度を活用する余

地はないか 

本市においては、これまでの行財政改革プランの中で、「民間でできることは民間で」

という原則のもと、公の施設への指定管理制度の導入を積極的に実施してきた。 

また、当該施設の老人福祉センターに係わる運営業務についてはサービスの質と量の

提供が概ね維持されており、市民に対して安定したサービス提供が図られていること、

また、これまでの実績において、法及び制度趣旨、財産管理等において問題がないこと

を勘案すると、指定管理制度を引続き活用することが妥当であると考える。 

なお、通所介護（デイサービス）に係わる運営業務については、更なる業務改善等を

含め、事業形態（定員の見直し等）についても見直しが必要と考えるが、サービスの質

と量の提供が概ね維持されており、市民に対して安定したサービス提供が図られている

ものと思われるため、引き続き、指定管理者制度による管理運営が望ましいと考える。



４．今後の事業運営方針について 

当該施設は、平成１７年度まで川崎市社会福祉協議会に管理委託しており、平成１８年度から指定管理者制度を活

用して、施設の管理運営にあたることとなった。これまで、利用者ニーズの把握や経費縮減に取組むなど、適正・適

切な運営を通じて、市民サービスの向上を図ることができた。 

今後、老人福祉センターは、地域の高齢者のふれあいや生きがいの場としての機能に加え、介護予防拠点として、

本市の高齢者施策を推進するための重要な役割を担っていく施設であり、指定管理者の創意工夫により、更なるサー

ビスの向上が期待されるため、引き続き、指定管理期間を５年間とし、指定管理者制度による管理運営が望ましいと

考える。 

また、通所介護（デイサービス）は、利用者ニーズに対するサービスの質及び量の提供については、安定したサー

ビス提供が図られているものと考えるが、事業支出が事業収入を大きく上回っていることから、正常な状態と言えな

い状況にある。 

これまで、老人福祉センターの管理運営と４０名定員の通所介護（デイサービス）の提供を指定管理者が行う業務

としてきたが、現状の状況を踏まえ、通所介護の定員については、指定管理者側で利用者ニーズの状況に応じて任意

に設定ができるものとした上で、更なる業務改善及び創意工夫を図ることで、サービスの向上及び適正な収支が期待

されるため、引き続き、指定管理者制度による管理運営が望ましいと考える。 

なお、次期指定管理期間において、公の施設における通所介護の管理運営の必要性を含め、検証を行っていくもの

とする。 


